
 

報道解禁：指導取締終了時刻１６時００分以降 

令和８年５月２１日 

（資料提供先）                 

 

 

違反車両の無い安心安全な道路を目指して！ 

～ 【第３回】特殊車両の指導取締を実施します ～ 
 

鳥取河川国道事務所では、適正な道路管理及び走行車両の安全確保のため、違反車両の撲滅を目指し、 

鳥取県警察と協力し、特殊車両の指導取締を継続的に実施しています。 

つきましては、以下のとおり、今年度第３回目の指導取締を実施しますのでお知らせします。 

 

○日    時  令和８年５月２２日（金） １４時００分から１６時００分まで 

（予  備  日  令和８年５月２５日（月） １４時００分から１６時００分まで） 

※雨天等により延期することがあります。 

○場    所  鳥取県鳥取
とっとり

市気高町
けたかちょう

八束
やつか

水
み

 

一般国道９号（下り） 八束
やつか

水
み

チェーン着脱場（別紙１参照） 

    ○指導取締内容  「通行許可証」又は「回答書※」の有無、内容確認及び車両計測を行い、 

             違反があれば警告等の指導を行います。 

※特車通行確認制度において通行可能な経路として発行された回答書 

    ○協 力 機 関  鳥取県浜村警察署 

    ○留 意 事 項  報道解禁は、取締終了時刻１６時００分以降とします 

※取材される際は、事前に下記問い合わせ先（担当）へご連絡をお願いします。 

※雨天等により取締を延期することがありますので、実施の有無について下記問い合わせ先 

（担当）までご確認ください。 

                ※「令和８年度指導取締結果」は別紙２、「特殊車両通行許可制度」については別紙３を 

ご参照ください。 

問い合わせ先
国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 

（道路）副所長    市岡
いちおか

 利啓
としひろ

 

【担  当】道路管理第一課長  桑田
くわだ

  徹也
てつや

 

ＴＥＬ ０８５７－２２－８４３５（代表） 

      ※本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」ページでも公開しています。 

            鳥取河川国道事務所HPアドレス https://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/  

                                                  

   また、X（旧Twitter）による情報発信も行っています。   

                            https://twitter.com/mlit_tottori 

                                                  

二次元コード 

鳥取県政記者会    鳥取市政記者クラブ  
お知らせ 



⼀般国道９号 ⼋束⽔チェーン着脱場 位置図

出典：国⼟地理院「地理院地図（電⼦国⼟Ｗｅｂ）」
加⼯：⿃取河川国道事務所

現地写真

別紙１

⼋束⽔チェーン着脱場

現地写真(撮影向き) ⾄ ⿃取市街

⾄ 倉吉

やつかみ

くらよし

とっとりし



取締実施状況

※写真の⾞両は違反⾞両ではありません
⿃取県警察の協⼒による⾞両の引込

１台 ０台4台 1台累計

1台 1台

０台

別紙２

令和８年度 指導取締結果
取締台数 違反台数

違反内容
無許可 条件違反 許可証不携帯

2台

実施場所

⼀般国道５３号
倉⽥パーキング

取締⽇

4⽉24⽇

⿃取ＩＣチェーン着脱場 5⽉11⽇ 2台 0台

車両の計測状況
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